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△ サラリーマンの自宅売却と消費税

Q :私はサラリーマンです。この度、私の

所有する持ち家を売却しました。この売却代

金に、消費税は課税されるのでしょうか。

A :事業として行うものではありませんか

ら、消費税は課税されません。

【解説】

消費税は、事業者が事業として対価を得て

行う資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供

を課税の対象としています。

この場合の「事業」とは、対価を得て行わ

れる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供

が反復、継続、独立して行われることをいい

ます。

したがって、ご質間のように、サラリーマ

ンが生活用資産を売却した場合は、事業とし

て行うものではありませんので、消費税は課

税されません。

ちなみに、個人事業者の場合には、棚卸商

品の販売だけでなく、事業に供していた建物

等の事業用資産を売却しても課税の対象とな

ります。

ただし、個人事業者であっても、生活用資

産の売却は、事業者以外の者（サラリーマン

など）が生活用資産を売却した場合と同様に、

事業として行うものではありませんから、課

税の対象にはなりません。
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